
栗東市監査委員告示第６号 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１９９条第７項の規定に基づき執行した財政援助団体

等監査（公の施設の指定管理者監査）の結果を、同条第９項の規定により次のとおり公表する。 

 

  令和７年１０月３１日 

 

                        栗東市監査委員 大橋 慎一 

                        栗東市監査委員 梶原 美保 

 

 

財政援助団体等監査結果 

 

１．監査の種類   地方自治法（昭和２２年法律第６７条）第１９９条第７項の規定に基

づく財政援助団体等監査（公の施設の指定管理者監査） 

 

２．監査の根拠   栗東市監査委員監査基準に準拠し、実施した。 

 

３．監査の対象及び監査の期間 

   （監査対象施設名）老人福祉センター 

   （指定管理者名称）社会福祉法人 社会福祉協議会 

（監 査 の 期 間）令和７年７月２５日から令和７年８月１９日 

 

４．監査にあたった監査委員 

   大 橋 慎 一 ・ 梶 原 美 保 

 

５．監査の方法 

   令和６年度における公の施設の指定管理にかかる出納その他の事務が、法令等に従い適

正かつ効率的に執行されているかどうか、また、指定管理者制度の目的に沿った運営がな

されているかどうかを主眼に実施した。 

   監査にあたっては、監査対象団体及び所管部署から関係書類の提出を求め、事務局職員

が関係書帳簿及び証拠書類との照合等により行った事前監査結果も踏まえ、監査対象団体

に出向き、関係者から説明を求める等により実施した。 

 

 ６．監査の着眼点 

   監査は、次の着眼点により実施した。 

 

 



   指定管理者関係 

  (1) 施設は関係法令（条例を含む）の定めるところにより適切に管理されているか。 

  (2) 協定等に基づく義務の履行は適切に行われているか。 

ア 普通地方公共団体や市長等との協議、通知、各種報告は協定等どおりなされている

か。特に、協議、承認なく処理しているものはないか。 

イ 協定等の内容に反する第三者への委託を行っていないか。 

ウ 管理に関する経費の請求、受領は協定等どおりなされているか。 

エ 事業報告書の提出は期限内になされているか。 

オ 事業報告書は適正に作成されているか。（管理業務の実施状況及び利用状況、料金

収入の実績や管理経費の収支状況等） 

カ 経費節減は図られているか。 

キ 住民の平等利用は確保されているか。 

(3) 利用料金制を採用しており、かつ指定管理者が定める場合、利用料金の設定等は適正

になされているか。 

ア 利用料金はあらかじめ承認を得ているか。 

イ 利用料金の収納は適正に行われているか。 

ウ 利用料金は、管理経費に充当され適正に運用されているか。 

(4) 利用促進のための努力はなされているか。 

(5) 公の施設の管理にかかる収支会計経理は適正になされているか。また、他の事業との

会計区分は明確になっているか。 

(6) 公の施設の管理にかかる出納関係帳簿、記帳は適正になされているか。また、領収書

類の整備、保存は適切になされているか。 

(7) 公の施設の管理にかかる管理規程、経理規程等の諸規程は、整備されているか。 

 

７．指定管理の概要 

社会福祉協議会 老人福祉センター 

(1) 指定管理者名称 

    老人福祉センター 

(2) 指定の目的 

    高齢者に関する各種の相談に応ずるとともに、高齢者に対して、健康の増進、教養の

向上及びレクリエーションのための便宜を総合的に供与し、加えて介護保険法に基づく

通所介護事業所及び第１号通所事業の開設運営により、居宅サービスを供与する。 

(3) 業務の範囲 

〇施設の運営に関する業務 

ア 施設の受付、案内に関する業務 

イ 施設の利用の許可（取り消しを含む）に関する業務 

ウ 施設の利用料の徴収に関する業務 

エ 施設の利用に伴う備品類の貸出しに関する業務 



オ その他施設の設置目的を達成するために必要な業務 

〇施設の維持管理に関する業務 

ア 施設及び設備の保守点検・管理に関する業務 

イ 施設の清掃に関する業務 

ウ 敷地内の清掃等に関する業務 

エ 備品類の管理・調達に関する業務 

オ 保安警備に関する業務 

カ その他の維持管理にかかる業務 

(4) 指定管理期間 

令和３年４月１日 ～ 令和８年３月３１日 

(5)  指定管理費 

令和６年度 ７６，１６１，０００円 

(6)  決算額 

令和６年度 ７６，１６１，０００円 

 

(7) 施設の概要 

①名  称 栗東市立老人福祉センター 

 

②所 在 地 栗東市出庭７００番地１(栗東市やすらぎの家) 

      栗東市小柿一丁目１０-１０（栗東市ゆうあいの家） 

栗東市安養寺１９０番地（栗東市なごやかセンター、栗東市身体障害者 

      デイサービスセンター） 

       

③設置時期 平成５年４月（栗東市やすらぎの家） 

      平成９年４月（栗東市ゆうあいの家） 

平成１６年１０月（栗東市なごやかセンター、栗東市身体障害者 

      デイサービスセンター） 

 

④施設概要 栗東市やすらぎの家 

・敷地面積 ４，９８７㎡ 

・建物概要 

 構  造 鉄骨造 平屋建 

 延床面積 ８８６．９２㎡ 

      施設内容 事務室、教養娯楽室、機能回復訓練室、会議室、和室、調理室 

浴室等 

・その他の付属施設 

           ゲートボール場 （３０ｍ×２４ｍ） 

 



 

 

      栗東市ゆうあいの家 

・敷地面積 ３，５６２㎡ 

・建物概要  

  構  造 鉄骨造 平屋建 

延床面積 １７４５．５０㎡ 

  施設内容 事務室、教養娯楽室、機能回復訓練室、会議室、和室、調理室 

浴室等 

 

栗東市なごやかセンター、栗東市身体障害者デイサービスセンター 

・敷地面積 ２９，６３１㎡ 

構  造 鉄骨造 平屋建 

 延床面積 ２，２４４㎡ 

      施設内容 集会室、教養娯楽室、生活健康相談室、社会適応訓練室、機能訓練室、

日常生活訓練室、食堂、作業室、相談室、浴室等 

８．監査の結果 

   令和６年度における指定管理にかかる財務その他の事務の執行について監査した結果、

当該指定管理者の施設の管理状況等については、概ね適正に行われていると認められた。 

施設の設置から２０年以上が経過し老朽化が進んでおり、日頃の施設点検に加え、必 

要な改修・修繕については所管課と協議の上、確実に行う等により十分な対策を講じ、 

引き続き利用者の安全確保に努められたい。また、各施設共に維持管理経費が増加してお 

り、所管課と連携しながら栗東市公共施設等総合管理計画に基づいて、施設の長寿命化に努 

められたい。 

なお、経営組織のガバナンスや財務規律の強化や事業運営の透明性の向上、財務規律の強 

化等を進め、福祉サービスの供給体制の充実を図りながら、利用者から信頼される組織とし 

て、更に成長されることを期待する。 


